
1 
 

 

 

 

2025年 11月13日 

各 位  

 

 

 

 

 

 

 

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 11 月 13 日付の取締役会において、当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」とい

います。）の招集のための基準日設定について決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

１．本臨時株主総会に係る基準日について 

 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 11 月

30 日（日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株

主総会において議決権を行使することができる株主といたします。 

（１）基準日 2025年 11月30日（日） 

（２）公告日 2025年 11月13日（木） 

（３）公告方法 電子公告により、以下の当社ホームページに掲載いたします。 

 ＜https://tameny.jp/ir/stock/announce/＞  

 

２．本臨時株主総会の開催予定日 

 2026年１月下旬 

 

３．本臨時株主総会の付議議案等 

 本臨時株主総会の付議議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、決定次第改めてお

知らせいたします。 

 

以上 

 

（注）上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果

はこれらと異なる場合があることにご注意ください。 

 

会 社 名 タ メ ニ ー 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤  茂 

 （コード番号：6181 東証グロース） 

問合せ先 経 営 企 画 部 長 宮川 葉子 

 （TEL.03-5759-2700） 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

タメニー株式会社 IR担当 宮川、横田 

〒141-0032 東京都品川区大崎１-20-３ イマス大崎ビル 

IR直通：03-6685-2800（平日：10時～18時） Mail：ir-contact@tameny.jp 


